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日本私立大学団体連合会は、日本私立大学協会および一般社団法人日本私立大学連盟で構成され
ています。

（令和4年9月現在）

111 法人

123 大学

一般社団法人
日本私立大学連盟

392 法人

411 大学

日本私立大学協会

503 法人

534 大学

日本私立大学団体連合会

委員会組織 （令和4年度）
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日本語教育推進運営委員会

学術研究の健全性向上に関する小委員会

教員養成問題に関する小委員会

日本私立大学団体連合会は、私立大学および加盟団体に共通した重要事項に関する意思決定機関
として、また加盟団体を対外的に代表する機関として昭和59年4月に設立されました。本連合会は、
加盟団体相互の提携・協力により、私立大学における教育と研究の振興発展に寄与することを目的
としています。

設立の目的

⃝設立宣言（抜粋） 昭和59年4月

われわれは、21世紀に向けて新しい時代を展望するとき、民主主義・自由主義国家としての
わが国においては、今後いよいよ私立学校教育の重要性が高まることを深く認識し、この時に
あたり、私学創設の原点に立ち返って人間社会に不可欠の崇高な理想を掲げた建学の精神を再
認識するとともに、教育研究の一層の充実・向上を図り、国民の期待と信頼に応え得る私立大
学とすることの必要性を痛感する。

ここに、われわれは日本私立大学団体連合会を結成し、私立大学の教育研究の充実・向上の
ために、全私立大学が互いに提携協力してその実現を図り、大学本来の使命達成に向けて全力
を傾注することを決意した。また、あわせてこの機会に、すべての日本国民、各界各層の方々
が、わが国における私立学校教育の意義と重要性を深く認識せられ、従来の国公立大学中心の
発想から覚醒し、私立大学に対する理解を一層深められんことを願って止まない次第である。

昭和59年		4月
（1984年）

日本私立大学団体連合会設立
（加盟三団体：日本私立大学協会、
日本私立大学連盟、私立大学懇話会）

昭和59年11月
（1984年）

日本私立大学振興協会加入	
（加盟四団体）

昭和61年		3月
（1986年）

私立大学懇話会解散	
（加盟三団体）

平成16年		4月
（2004年）

日本私立大学団体連合会	
設立20周年

平成26年		3月
（2014年）

日本私立大学振興協会解散	
（加盟二団体）

沿革
石川　忠雄（慶應義塾塾長）	 昭59.4～昭63.11
西原　春夫（早稲田大学総長）	 昭63.11～平4.3
橘髙　重義（東京理科大学理事長）	 平4.4～平8.3
鳥居　泰彦（慶應義塾塾長）	 平8.4～平13.3
奥島　孝康（早稲田大学総長）	 平13.3～平15.3
安西祐一郎（慶應義塾塾長）	 平15.3～平21.3
白井　克彦（早稲田大学総長）	 平21.3～平23.4
清家　　篤（慶應義塾塾長）	 平23.4～平28.6
鎌田　　薫（早稲田大学総長）	 平28.6～令元.7
長谷山　彰（慶應義塾塾長）	 令元.7～令3.6
田中　愛治（早稲田大学総長）	 令3.6～現在

歴代会長 （就任順、役職名就任時）

（令和4年9月現在）

役員・代議員等 （氏名五十音順）

（令和4年9月現在）

会長	 田中　愛治	 早稲田大学総長
副会長	 小原　芳明	 玉川大学理事長・学長
	 黒田　壽二	 金沢工業大学学園長・総長
	 曄道　佳明	 上智大学学長
	 村田　　治	 関西学院大学学長
代議員	 伊藤　公平	 慶應義塾大学塾長
	 植木　朝子	 同志社大学学長
	 後藤　泰之	 愛知工業大学理事長・学長
	 小林　弘祐	 北里大学理事長
	 大六野耕作	 明治大学学長
	 髙橋　裕子	 津田塾大学学長
	 高柳　元明	 東北医科薬科大学理事長・学長
	 谷岡　一郎	 大阪商業大学理事長・学長
	 谷山　弘行	 酪農学園大学理事長
	 鶴　　　衛	 広島工業大学理事長・総長
	 中山　峰男	 崇城大学理事長・学長
	 西原　廉太	 立教大学総長
	 廣瀬　克哉	 法政大学総長
	 福井　直敬	 武蔵野音楽大学理事長
	 田　　裕	 関西大学学長
会計監事	 河合　　久	 中央大学学長
	 水戸　英則	 二松学舎大学理事長
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　私立大学がわが国の高等教育において果たしている役割の重要性は、広く社会の認めるところであり、
そのことが私立大学の財政を含む運営全般に対する関心をも呼び起こし、常に社会の注目を集めている。
　このような社会的責務の重大さに鑑み、私立大学を設置する学校法人は、教育研究及び社会貢献への
一層の充実向上を図るよう努力することはもちろん、その経営について社会の疑惑や批判を受けること
があってはならない。
　日本私立大学団体連合会及び日本私立短期大学協会は、社会の負託に応えるため、教育基本法、学校
教育法及び私立学校法の精神を体してここに私立大学経営倫理綱領を定め、その意思表示とすることと
した。

一、大学の使命（※）

（※）	詳細は本連合会のＷebサイト（https://www.shidai-rengoukai.jp/information/info_20.html）をご覧ください。

二、私立大学の自主性（※） 三、私立大学の公共性（※）

私立大学経営倫理綱領（抜粋）
日本私立大学団体連合会・日本私立短期大学協会
平成20年４月18日（平成元年制定の一部改訂）

事業内容
▼ 			私立大学に共通する重要事項、キャリア教育・就職支援、日本語教育の質的充実・振興策、男女

共同参画など今日的課題への検討・対応

▼			大規模災害により被災した学生・私立大学の支援にかかる対応

▼			諸事業の点検、事業間の連携・調整等

その他私立大学に共通する重要事項に関する事業

国の高等教育政策にかかわる私立大学の要請・
統一見解決定に関する事業

▼ 			私立大学の重要課題について、統一見解をまとめ、国の政策へ反映・実現

▼			大学教育改革に関する関係機関の動向を注視しつつ、法令改正等に向けて検討・提言

▼			私立大学の存立・発展とともに、特に地方に所在する中小規模の私立大学に関する振興と地域活
性化の観点から、関連する委員会等を中心に対応

▼			私立大学の多様なガバナンスを担保するため、経営基盤の充
実・強化策等について総合的に検討・提言

▼			私立大学の経営倫理確立に向け、倫理綱領および経営に関する
指針等の啓発・周知徹底

▼			管理運営の適正化への積極的な促進と発生した問題への対応

▼			私立大学の財務・人事にかかる諸制度の変更を踏まえた、私立
大学経営の充実・強化に関する諸課題への対応

私立大学における経営の充実・強化ならびに
管理運営の適正化の促進に関する事業

日本私立大学団体連合会総会

私立大学の教育・研究の質的向上のための
交流促進に関する事業

▼ 			構成団体間の交流促進、構成団体における加盟大学の教育の質的転換に資する教育・研究等の相
互交流の促進

▼			一般財団法人私学研修福祉会「私立大学の教育・研究充実に関する研究会（大学の部）」の企画・
運営への参画

▼			私立大学を基幹とする高等教育政策の構造的大転換を推進し、公正な
競争環境の実現に向け、財政支援のあり方と税制の改善方策を検討・
提言

（1）補助金要求と実現活動

▼ 			高等教育に係る公正な公費支出のあり方の検討・提言のとりまとめ、
私立大学の主張の展開と関係方面への理解・支援の要請

▼			私立大学関係政府予算に関する要望のとりまとめ、私立学校振興	
助成法の目的達成に向けた各種補助金の拡充等の実現

（2）税制改正要望と実現活動

▼ 			私立大学に対する寄附文化の醸成と教育費の負担軽減を図るため、
私立大学関係税制改正要望のとりまとめ・改善の実現

▼			学校法人に係る負担軽減を図るための税制上の諸方策の検討・改
善の実現

私立大学に対する公財政支出のあり方および
要求の策定に関する事業

委員会活動

補助金要求・税制改正要望

私立大学の振興に関する協議会

日本語教育に関する協議（オンライン配信） 大学拠点接種に関するヒアリング 就職・インターンシップに関する記者会見
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学校法人とは
関連

（出典）OECD比較はOECD『図表でみる教育』OECDインディケータ
（2021年版）より作成（2018年データ）

※国立大学については、各法人の『決算報告書』（令和２年度）における
「決算額」の「運営費交付金」等をもとに作成
※私立大学については、『今日の私学財政（令和３年度版大学・短期大学
編）』（令和元年度数値）「大学法人」の「事業活動収支計算書（大学部
門）」の「経常費等補助金」と「施設設備補助金」等をもとに作成

（出典）①～③：「2019	大学ランキング」
〔朝日新聞出版〕
④～⑤：「役員四季報（2018年版）」
〔東洋経済〕
⑥～⑩：（公財）日本オリンピック
委員会Webサイトに基づき作成

国会議員や上場会社役員数、オリンピック入賞者等の国公私比較

大学数と学生数
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（1）大学数 （2）学生数

（出典）文部科学省『令和3年度学校基本調査報告書』より作成

国立
433,610人
（16.5％）

公立98校
（12.2%）

私立619校
（77.1％）

公立
141,329人
（5.4％）

私立
2,050,749人
（78.1%）

国立86校
（10.7％） 学部学生数

（2,625,688人）
大学総数
（803校）

■ 私立大学　■ 国立大学　■ 公立大学　■ その他

11
417

398

1,232

56 2
165

32
8 104

643 35
103 2 42

30 1 32

707 36

254 5
11,927 7,730 491

173 2
34

（単位 ： 人）

⑩ソチ五輪（冬季）入賞者
⑨リオデジャネイロ五輪入賞者

⑧平昌五輪（冬季）入賞者
⑦東京五輪入賞者

⑥北京五輪（冬季）入賞者

⑤上場会社トップ数
④上場会社役員数

③国会議員
②市長
①知事

　私立大学の大学数および
学部学生数は、高等教育全体
の78.1%を占めており、学
部教育の約8割を私立大学
が担っています。

私立大学の学生一人当たりの公財政支出は、わずか18万円でOECD
各国の中で最下位です。公財政支出に係る国私間格差は13倍、家計負
担の国私間格差は2.3倍となっています。

学生一人当たりの公財政支出と私費負担の現状 ［OECD各国：高等教育機関］（2018年）

　私立大学は、国や企業
のリーダーを多く輩出し、
オリンピック等において
も、わが国の社会に大き
く貢献しています。

家計負担
国私間格差

公財政
支出

国私間格差

2.3倍

13倍

◆			学校教育法において、学校は国、地方公共団体と学校法人のみが設置できるとされています。

◆					学校法人は、私立学校（幼稚園から大学院まで）の設置を目的として設立される法人であり、学校法人が
設置する私立大学は、文部科学大臣の認可を受けて設置されています。

◆			私立大学は、「私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校
の健全な発達を図る」ことを目的とする私立学校法のもと、各大学の建学の理念に基づく多様な教育研
究活動を実践しています。

◆	私立学校法は、第二次世界大戦後に国立学校設置法とともに制定されました。それは、
①	戦後の平和で自由な文化国家の建設
②	公教育への民間機関の参入により、わが国の成長、発展を担う多様な高度教育人材の育成
を目指してのものであり、全国で様々な分野で活躍する“中間層”の底上げに大きく貢献しました。

◆			昭和50年に「教育条件の維持・向上」、「学生
の修学上の経済的負担の軽減」ならびに「経営
の健全性の向上」を目的とする私立学校振興
助成法が制定されて以来、私立学校には国から
法律に基づく私学助成が措置されています。

◆			法律では「経常費の50%まで補助できる」と
なっていますが、実際には私立大学の経常費
の１割程度の措置に留まっています。

◆			学校法人には、その公共性にかんがみ、収益
事業にかかるものを除いて、税制面において
様々な減免措置が講じられています。

国による財政支援と
税制上の優遇措置

「学校法人」とその理念

◆			学校を設置しようとする者は、文部科学大臣
の定める設備、編制その他に関する設置基準
に従って設置することが求められます。

◆			「公共性・公益性」にかんがみ、多様な教育研
究活動を実践する「自主性」を担保するため
の「自律性」の向上が強く求められます。

◆			教育研究の充実発展という使命を果たし、社
会からの理解と共感、期待に応え続けるべく、
透明・公正かつ迅速・的確な意思決定ととも
に、ガバナンスの構築と情報公開に努めてい
ます。

学校法人の責務
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日本私立大学団体連合会
令和4年9月
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	 日本私立大学団体連合会

TEL	03-3221-7686　FAX	03-3221-7757
URL	https://www.shidai-rengoukai.jp/
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